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知
ら
せ
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お知らせお知らせ
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　役場の代表電話は☎（84）1111です　

	

（
町
民
税
務
課
）

　
平
成
30
年
中
の
所
得
に
お
け
る
確

定
申
告
の
期
日
は
３
月
15
日
（金）
ま
で

で
す
。

　
申
告
を
必
要
と
す
る
方
で
、
ま
だ
、

申
告
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
必
ず

期
日
内
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方

・	

平
成
30
年
中
の
給
与
の
収
入
金
額

が
２
，０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

・	

給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
、
退
職

所
得
以
外
の
所
得
金
額
（
収
入
金

額
か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
た
後

の
金
額
）
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
方

	

（
健
康
福
祉
課
）

　
３
月
１
日
（金）
か
ら
３
月
７
日
（木）
ま

で
は
、「
子
ど
も
予
防
接
種
週
間
」
で

す
。

　
母
子
健
康
手
帳
で
、
接
種
も
れ
が

な
い
か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン

　	

第
２
期
（
平
成
24
年
４
月
２
日
～

平
成
25
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
で
、

ま
だ
、
未
接
種
の
方
は
、
３
月
31

日
（日）
ま
で
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
１
歳
に
な
ら
れ
た
方
は
、

早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

②
日
本
脳
炎

　	

今
年
度
、
18
歳
（
平
成
12
年
４
月

２
日
～
平
成
13
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）
で
第
２
期
接
種
が
未
接
種
の

方
、
ま
た
、
３
歳
に
な
ら
れ
た
方

は
、
早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

③
二
種
混
合
ワ
ク
チ
ン

　	

対
象
者
は
、
11
歳
以
上
13
歳
未
満

の
方
で
す
。
未
接
種
の
方
は
、
早

め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

※	

予
診
票
が
見
当
た
ら
な
い
方
は
、

再
交
付
し
ま
す
の
で
、
母
子
健
康

手
帳
を
持
参
の
う
え
、
健
康
福
祉

課
⑤
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
健
康
支
援
室

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

	

（
健
康
福
祉
課
）

　
保
健
セ
ン
タ
ー
で
行
う
乳
が
ん
・

子
宮
頸
が
ん
検
診
の
追
加
申
込
み
が

あ
り
ま
す
。
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
追
加
申
込
期
間
に
健
康
福
祉
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
検
診
日
の
１
週
間
前
に
婦
人
科
検

診
票
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
検
診
日

等
の
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※	

し
こ
り
等
の
自
覚
症
状
が
あ
る
方

は
、
早
め
に
医
療
機
関
に
て
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

○
検
診
日
　
３
月
16
日
（土）

○
受
付
時
間

・
乳
が
ん
の
み

　
午
前
10
時
～
午
前
10
時
30
分

・
乳
が
ん
・
子
宮
頸
が
ん

　
午
後
０
時
30
分
～
午
後
１
時

○
受
付
期
間

　
３
月
１
日
（金）
～
12
日
（火）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
健
康
支
援
室

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

所
得
の
確
定
申
告
は
３
月
15
日

ま
で
で
す

「
子
ど
も
予
防
接
種
週
間
」に

つ
い
て

乳
が
ん
・
子
宮
頸
が
ん
集
団

検
診
追
加
申
込
み
の
お
知
ら
せ

・	

給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
方

・	

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
方
で
、
平
成
30
年
中
の
各
種

所
得
の
合
計
額
が
所
得
控
除
の
合

計
額
を
超
え
る
方

○
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　	

平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
本
町

に
住
民
登
録
が
あ
る
方
で
、
次
に

該
当
す
る
方
。

・	

所
得
税
の
申
告
は
不
要
と
さ
れ
る

が
、
事
業
所
得
（
農
業
所
得
を
含

む
）
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
方

・	

平
成
30
年
中
の
所
得
が
な
く
、
税

法
上
に
お
い
て
、
ど
な
た
の
扶
養

に
も
と
ら
れ
て
い
な
い
方
（
所
得

が
な
い
旨
の
申
告
を
い
た
だ
き
ま

す
。）

○
無
申
告
に
よ
っ
て
起
き
る
問
題

・	

申
告
義
務
者
が
申
告
を
せ
ず
、
後

に
所
得
等
が
判
明
す
る
と
、
遡
っ

て
課
税
さ
れ
、
加
算
税
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・	

前
年
所
得
を
算
定
の
基
礎
と
す
る

税
（
町
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険

税
等
）
の
正
確
な
課
税
が
で
き
ま

せ
ん
。

・	

所
得
証
明
書
等
の
交
付
が
で
き
な

い
た
め
、
様
々
な
手
続
き
に
支
障

を
き
た
し
ま
す
。

・	

所
得
判
定
を
要
す
る
様
々
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※	

所
得
の
申
告
は
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
無
申
告
で
あ
る
場
合
の
不

利
益
は
本
人
だ
け
で
な
く
、
ご
家

族
（
世
帯
員
）
へ
も
お
よ
ぶ
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
申
告
義
務
の
あ

る
方
は
、
必
ず
所
得
の
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）


